浄化槽設置整備事業補助金交付申請手順について


1． 上下水道局に補助対象区域か否かの確認を行ってください。
1 別紙の「事前確認書」を使用し、必要事項を記入のうえ、周辺地図と一緒に上下水道局にFAXをする。
2 上下水道局が確認を行い、電話またはFAXにて確認元の業者に回答すると同時に、環境課へ、上下水道局回答記載後の「事前確認書」が提出される。
　　
2． 環境課施設整備係に下記の申請書類一式を提出してください。
※必ず、上下水道局から補助金対象区域である旨の回答を得てからご提出ください。
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＊浄化槽設置配管計画図についての詳細は裏面をご覧ください。


＊浄化槽設置配管計画についての注意事項

・床下配管は認めていません。（やむを得ない場合は、事前に市と協議が必要です。）
・車等の乗り入れがある場合は支柱工事が必要です。

<記載事項>
・敷地および住宅の間取り図
・升の位置、種類と管径
・家屋から放流先までの配管
・その他特殊工事についての記載
・申請者本人の氏名記載、押印をしてください
　
